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新技術
「新技術」とは、技術の成立性が技術を開発した民間事業者等により実験等の

方法で確認されており、実用化している公共工事等に関する技術であって、
当該技術の適用範囲において従来技術に比べ活用の効果が同程度以上の技術
又は同程度以上と見込まれる技術をいう。
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①新技術とは

用語の意義

従来技術
「従来技術」とは、公共工事等において標準的に使用される技術等をいう。

活用
「活用」とは、新技術を直轄工事等にて使用することをいう。

技術の成立性と実用化の判断は公共機関、民間等の施工実績でもOK

直轄工事等で5回以上活用されると事後評価の対象になります。



アルファベット2文字は登録した整備局の略記号
CB（中部） CG（中国） HK（北海道） HR（北陸） KK（近畿）
KT（関東） QS（九州） SK（四国） TH（東北） OK（沖縄）

※アルファベット末尾3文字目の「Ｋ」は港湾技術（例：神戸港湾空港技術調査事務所の登録技術は「ＫＫＫ」）

4

NETISの登録番号について

KK–240099–A(VE・VR・AG・VG)

最初の2桁の数字は登録年度
（例）2023年度なら23

4桁の数字は登録順番号
（例）99番目に登録されれば0099

最後のアルファベットは情報種別記号
-A ・・・・・ 評価されていない技術
-VE・・・・・評価済み技術のうち継続調査不要の技術
-VR・・・・・評価済み技術のうち継続調査等の対象とする技術
-AG、-VG・・掲載期限が終了した（新技術ではなく一般）技術

②NETISの記号説明
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③新技術活用スキーム概要

事 後 評 価

発注者指定型

NETIS登録申請
技術開発者

受付確認
・申請書、資料の確認

受付窓口

NETIS登録

施工者選定型

現場で活用
発注事務所

※その他、新技術の活用を促す取組みとして、各目的に
応じて以下の取り組みを実施。
「試行申請型」

「フィールド提供型」
「テーマ設定型（技術公募）」
「現場ニーズ・技術シーズのマッチング」
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■新技術活用評価会議について
・新技術活用評価会議は産官学の構成で各整備局毎に設置され、近畿は年３回評価会議の

実施を予定しています。
・１回あたりの会議で１０技術程度の評価を実施
・評価技術は北海道を含む９地整で工種毎に担当を決めて評価を実施しています。

■新技術活用評価会議の内容
①事前審査
②試行実証評価（事後評価）
③活用効果評価（事後評価）
④推奨技術等の推薦

推奨技術等は新技術活用システム会議で選定

■新技術活用評価会議において推奨技術等を推薦
選考対象技術

NETIS登録技術のうち活用効果評価が実施された技術であって、選考要件の
いずれかに合致する画期的な技術として以下の者の推薦のある技術

①評価会議が推薦する技術（「活用促進技術」のうち、主として現場における
改善効果、将来性等の観点から推薦する技術）

②関係研究機関又は第三者機関等が、主として技術の画期性等の観点から
推薦する技術

③その他システム検討会議の委員が推薦する技術

④新技術活用評価会議について
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活用効果評価結果 例

④新技術活用評価会議について



8

■活用効果調査とは

⑤活用効果調査について

活用効果調査は、工程、品質・出来形、安全性、施工性、環境等の技術的事項及び経済性等の
社会的事項について、当該技術の適用範囲において従来技術に対する技術の優位性等を確認す
るために行う調査である。
活用効果調査は、直轄工事等において当該新技術の活用が行われる毎に行うものとし、
発注事務所に加え、施工者も実施するものとする。

※新技術の活用にあたっては、工事成績評定点の加点対象となる。
ただし、発注者指定型（含：選択肢提示型）は加点対象外。

■新技術活用計画書・実施報告書について
・計画書は、活用する全ての新技術において、提出が必須となります。
・計画書は、新技術活用決定後、速やかに作成し必ず活用前に提出してください。
・実施報告書は、新技術の活用が終了後に作成してください。(-VE技術は不要) 
※活用効果調査表については近畿技術事務所HP「活用効果調査表」の作成等について

ページに詳細を掲示しています。

■活用効果調査表について
・新技術の活用終了後10日程度で作成し提出してください。(-VE技術は不要)

https://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/tech/netis/flow_point.html

https://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/tech/netis/flow_point.html
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⑤活用効果調査について

2023年度より活用効果調査表は一工事につき一つのID/PWとなりました。
※ID/PWの使い回しは止めてください！必ず工事毎に新しくID/PWを申請してください。

事前に活用技術が複数ある場合は「技術を追加する」ボタンで追加することができます。

部署・事務所名を選択時に「管理
支所」のついていない「事務所」
を選択してください

コリンズ番号は10桁の数字です。
設計書番号ではありません。

技術提案日は記入必須です。
1技術毎に必要になります。
（技術提案日は工事開始日でも可）

担当職員と事前に打ち合わせの上で
担当職員の氏名とメールアドレスを
入力してください。

-A,-VR,-VEは記入不要
(KT-123456等と入力する)
※アルファベットは半角大文字のみ

活用技術の追加ボタン
活用取り止めの場合は削除すること

こちらは「ログインIDパスワードを新規登録」を押下した場合の表示です。
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⑤活用効果調査について
新技術活用計画書
(活用する新技術がA,VRの場合)

クリックでタブ切替え

コメント欄は
監督職員と
テキストで
やり取りする
場合に使用

拡大図提出時に記入されているか確認

提出時に✔されているか確認
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⑤活用効果調査について
新技術活用計画書
(活用する新技術がVEの場合)

VEの新技術は
「新技術活用計画書」

のみ表示

※施工中にVEに変わった場合も
「新技術活用計画書」のみ提出

VEなのに「実施報告書」
「活用効果調査表（施工者用）」

が表示されている場合は
近畿技術事務所 技術開発相談室まで

連絡してください

提出時に記入されているか確認

提出時に✔されているか確認

コメント欄は
監督職員と
テキストで
やり取りする
場合に使用
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⑥NETISの掲載期間について：登録の翌年度から１０年間
NETISの掲載期間は、NETISに登録した翌年度から10年間です。
掲載期間中に、「推奨技術、準推奨技術」に選定された場合、15年間の掲載期間となります。

登
録 4/1 掲載終了

掲載終了

掲載終了

Aの場合

VRの場合

事後評価

推奨・準推奨技術の場合
新規登録の翌年度から15年間

VRの場合

VEの場合

A （未評価技術） 掲載は登録した翌年度から10年間
（活用効果調査表5件で事後評価対象）

VR（継続調査等の対象技術） 掲載は登録した翌年度から10年間
（評価後、活用効果調査表10件で次の事後評価対象）

VE（継続調査不要の技術） 掲載は登録した翌年度から10年間
（評価後、事後評価を行わない）

活用5件

活用10件
事後評価

掲載終了

4/1

4/1

4/1

4/1

掲載終了4/1
推奨・準推奨技術の場合

新規登録の翌年度から10年間



試行申請型（請負契約締結後提案の場合）及び施工者選定型により施工者が新技術の活用を
提案し、実際に工事で活用された場合は、活用の効果に応じて工事成績評定での加点の対象
となります。

工事成績評定への加点 令和６年４月公告より変更
主任技術評価官で最大2点の加算
よって、実加点は２×40%＝最大0.8点となります。

視点①

事後評価未実施と
実施済みで評価を分ける。

視点②

活用したことによる
効果を評価する。

配点

施
工
者
か
ら
の
新
技
術
の
活
用
提
案

事後評価未実施技術の活用

-Aの技術
活用の効果が一定程度※2

活用の効果が相当程度※2

活用の効果が従来技術と同程度

1

2

加点対象外

事後評価実施済技術
(「有用とされる技術※1 」を除く)の活用

-VR , -VEの技術

事後評価実施済技術 かつ
「有用とされる技術※1 」の活用

-VR , -VEの技術

加点対象外

活用の効果が一定程度※2

活用の効果が相当程度※2

活用の効果が従来技術と同程度

1

2

加点対象外

1

加点対象外

活用の効果が一定程度※2

活用の効果が相当程度※2

活用の効果が従来技術と同程度

※1「有用とされる技術」とは、「公共工事における新技術活用スキーム」実施要領である「推奨技術、準推奨技術、活用促進技術、評価促進技術」をいう。
※2「相当程度」とは、大幅な工期短縮や飛躍的な施工の効率化が図られた技術など、工事推進に対して大きな効果をもたらしたものとする。「一定程度」とは、

従来技術と比較して効果が認められる技術であっても、活用した工事全体としては影響が小さいもの、例えば使用する材料のみの技術等は一定程度とする。
補足①複数の技術の評価にあたっては、活用した技術数に応じ複数の評価項目を選択する事が可能（ただし最大加点数は2点）

②複数の技術が同一の評価項目に該当した場合、該当技術数に対し各項目の加点点数を掛け合わせたものを評価の点数とする（ただし最大加点数は2点）

⑦NETIS登録の利点について
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NETIS登録までのフロー
申請者 NETIS受付窓口室

（近畿技術事務所） 備考

NETISページ登録申請書作成ページより新規
登録申請事前相談から新技術について事前相
談

・内容確認
・近畿地整担当技術の登録可否判断
・システムよりID/PW発行

・実施要領に記載の要件を満たさない場合は、
登録できません

記載に不備がなければ承認ID/PWでログインした後、入力

新技術検討会議（内容、従来技術の検討）新技術検討会議後の（従来技術）修正等

内容確認（修正、追加添付資料依頼等）記載内容の修正等 ・修正が少ないと比較的早く登録できる
可能性があります

最終確認（添付資料との整合性等内容確認）

事務所内決裁

NETIS登録完了通知NETISに公開

・新技術検討会議メンバーにて供覧します

⑧NETIS登録方法について

・新技術検討会議メンバーにて検討します
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⑧NETIS登録方法について
オンライン申請の方法
2023年度から新方式のオンライン申請に変更となりました。
新技術登録申請にあたり、NETISの登録申請書作成ページより
新規登録申請 事前相談が必要になります。
事前相談が承認された後、ID・パスワードが発行されます。
内容確認・承認後、ID・パスワードのみ記載されたメールが申請者へ
送信されますので、受信後紛失しないよう管理をお願いいたします。

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/apply/newteches
事前相談はこちら

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/input/apply/newteches
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⑧NETIS登録方法について
新規登録申請 事前相談により
NETIS申請システム(admin@netis-online.jp)から
事前相談内容送信完了通知が送信されます。
送信専用アドレスですので返信しても回答できません。

受信環境によっては、通知されたメールが迷惑メール
と判断されてしまう可能性があります。
メールが通知されない場合は、メールが迷惑メールと
してフィルタリングされていないか、ご確認ください。

また、メール本文に記載の受付番号（12桁の数字）は
お問い合わせの際に必ず通知してください。
申請が複数あるため、会社名や技術名称等では回答が
遅くなりますので予めご了承ください。

※事前相談の内容について、修正等がある場合、修正依頼する場合があります。
修正内容等については、事前相談作成ページのコメント欄に修正内容を記入します。

受付番号記載箇所

mailto:admin@netis-online.jp
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⑧NETIS登録方法について

新規登録申請 事前相談フォームは、記入漏れが
あると送信できません。
（記入漏れがある項目が赤色に変わります）

分類を決める前にNETISで類似技術を検索
し、類似技術がある場合は、類似技術と同じ
分類を選択します。

選択する分類１によって申請先の地方整備局
が変わります。

添付するファイルは
技術概要や新規性、効果等が把握できるパンフ
レット・説明資料・画像を添付してください。
（任意：３ファイルまで 合計10ＭＢまで）

従来技術は国交省積算基準を参考に
選択します。ない場合は類似技術と
同じ従来技術にします。
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⑧NETIS登録方法について

新規登録申請 事前相談が承認される
と申請用のID・パスワードが発行され
ます。
ID・パスワードを紛失しないよう注意
してください。
記入の方法や操作方法はNETISページ
にあるマニュアル等を参照してくださ
い。
変更・更新申請もオンライン申請と
なっています。
詳しい方法は近畿技術事務所Webサイ
トで確認してください。
https://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/tech/netis
/flow_del.html

https://www.kkr.mlit.go.jp/kingi/tech/netis
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◆共同開発の技術について

申請技術が共同開発の場合は、共同開発同意
書参考例（右図）を見本に共同開発同意書を
作成し提出してください。

NETISでの「技術開発者」とは、「技術を開
発した民間事業者等又は技術行使権原を有す
る者（当該技術についてそれを行使すること
ができる正当な権原を有する事業者等）」と
なります。

なお、海外の民間事業者が開発した技術は、
「日本国内に営業所（代理店等）が所在する
技術行使権原を有する者」となります。

（海外事業者との同意書については、所在地
の公用語と日本語訳を併記してください。
また、印鑑の替わりに代表者のサインが必要
です）

⑧NETIS登録方法について


